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．刊府 巻頭言マンショシ総合力c;)J 本柱 ~~ 

4到~・

「良好なコミュ二ティ」があり、「資産価値の維

持・向上」ができていて、「運営分担のバランスが

よく保たれている」マンションならば、住んで、

維持して良かったと言えるのではないでしょうか。

....... 
~・ 良野砂コミュニティ ••• .. 
良好なコミュ二ティとは、多様な考え方がある

中、問題が起きた・起こりそうな時、お互いに率

直な意見交換ができ、最終的にはお互いの思いを

理解し、意見集約されて問題解決へと進むことが

できる環境のことです。

* 資産価値ぬ維持・向上 * 
資産価値の維持・向上ができるマンションとは、

安全で安／~＼して暮らせるマンションのことです。

定期的なメンテナンス・チェックを始め、セキュ

リティや災害苅策の見直し等が行われ、不具合を

早期に改善できる体制があり、長期修繕計画ち定

期的に見直されているマンションを言います。

．蟻．

~・ 運営分担fi):／（弓ンス~く ’e .. 
運営分担のバランスがいいマンションとは、特

定の人に長期的に負担がからず、時間の制約が

あっても、各人ができる範囲で得意分野や経験し

た分野を生かす揚所があるマンションです。

長年の実績から互いの信頼関係の上にバランス

が保たれ、参加すると楽しく、定期的に交代して

くれる人がいるから永く続けていけるという仕組

みが必要です。

以上の3つを兼ね備えて実践できているマン

ションは、総合力が高いマンションといえるで

しょう。

そのようなマンションにするためには、区分所

有者・占有者が「自分だちのマンションをよりよ

くしたし 1」という一つの思いで運営に関／~＼を持ち、

意見交換を行い、イベント等になるべく参加する

という積み重ねが大切だと思います。
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通常総会運営ω実務～当日編～⑨

総会運営の実務について、 2回に分けて解説レ
ます。～準備編～は、マンション通信第53号
に掲載レています。

-@- 会場c;)設営 -@- 
議揚の配置については、「ひな壇J方式と「サイ

ドj方式の二つがあります。

理事長が議長を務めるようになっている組合で

は、役員席が組合員席に正対するひな壇型になり

ますし、総会のつど出席組合員の中から、議長、

書記などの議長団を選出するところでは、議場の

正面に議長国席、サイドに役員席を設ける形にな

ります。

どちらが良いか一概にいえませんが、各組合の

ルール、伝統で決まっていくようで、それをにわ

かに変えることは容易ではありません。各組合の

経験などを通じ、より良い配置を案出すべきで

しょう。

－＠・ 総会成立の確認 @- 
組合規約に総会の定足数が規定されているかど

うかは別にして、常識一般的には委任状を含め組

合員全体の過半数をちって総会成立とみなしてよ

いと思われます。

委任状の集計と保管は確実に行いますが、保荏

期間は3年ないし5年程度でいいでしょう。

なお、議事仁入る段階でちう一度、出席状況と

委任状の集計を行って議場で発表レ、採決の際の

基礎数字とします。

-@- 理事長a秘1さつ -@- 
総会の主催者として理事長のあいさつは欠かせ

ません。この総会の意義、ポイントを簡潔に、要

領よく強調すること、そして出席者には率直かっ

建設的な審議をお願いする旨を表明レておきます。

-@- 議長固c;)選出 -@- 
組合規約上、総会に出席した組合員の中から議

長団を選任することになっている揚合、時間の制
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約もあり、あらかじめ候補者を決めておき、承認

を求める形式にしたらよいと考えます。

候補者としては、組合活動に理解があり経験も

あるという観点から、役員経験者にお願いしてお

くのが一般的のようです。

-@- 議案c;)提案説明 -@- 
各議案について役員が提案趣旨の説明に当疋り

ます。議案書を組合員全員が事前に確認している

ことを前提とすれば、その議案の意義や聞題点を

要領よく説明することを主眼とすべきでしょう。

かなり工夫しなければなりませんが、提案者は

それくらいの労を惜しんではなりません。

-@- 質疑c;)進め方 -@- 
各議案の質疑に当たっては、発言者はまず「棟、

室番、氏名」を明示することとし、発言内容は簡潔

かつ議案に関係あるものに限定し、可能な限り多

くの万に発言の機会を与えます。

答弁の組み方としては、①質問のつど答弁を行

う②質問だけ先にまとめて受け、一括答弁す長

の二通りがあります。①の一問一答式は丁寧です

が時闘が掛かりすぎ、②は時間の節約になっても

いささか一方通行的な感がします。

いずれの方式で答弁を組むかは議案の性質、議

場の雰囲気で使い分けすべきものと考えます。

＠・ 採決ぬ採り方 @- 
採決は、「①拍手承認」「②挙手集計」「③投票集

計J のいずれかによることになります。

活動報告や決算報告のように問題の起こりにく

い案件は①でよろしいでしょうし、きちんと賛否

を明らかにしなければならない案件は②にせざる

を得ないことになります。さらに、賛否の態度表

明を秘匿したいようなケースでは③になります。

議事進行の状況を見ながら、判断していくべき

でしょう。

通常総会運営G)実務～当日編～⑧

-@- 議長c;)議事運営 -@- 
特定個人が発言を独占したり、長／マと要領を得

ない発言内容であった揚合、議長団が職権を発動

して発言の訂ち切り、指名の拒否などの措置を講

じるべきです。悪質な議事妨害行為に遭遇した揚

合には、議長団が議揚に日早びかけ、総意結集の形

で排除すべきでしょう。

論議が紛糾して採決に持ち込むことができない

ような揚合は、理事長に判断を求めて採決取り下

げを提起し、収拾を図ることち一策です。

-@- 賛否集計老事領よく -@- 
大規模な団地総会での挙手採決の揚合、「賛成J

「反対」「保留J に分けてカウントしますが、委任状

と合わせて集計せねばならず、その閣議場では集

計待ちでしらけてしまうことがあります。

途中退席、無断休息、採決棄権などで集計が合

わないことがよくありますが、委任状の事前集計

は済んでいるはずですし、議場での確認ち「反苅」

「保留j ：を数え、出席者総数から差し引いた数を「賛

成」票とレても不都合は生じないはず、です。

-@- 相談コーナーc;)開設 -@- 
議場の雰囲気に圧されて発言の機会を逃してし

まった人たちのために、役員席の一角によろず相

談コーナーを設け、苦情や悩み事、業者紹介など

できる範囲で対応することち必要なことです。

総会後c;)作業

総会は、閉会をもってすべて終りではありませ

ん。その後始末が大切で、それをきちんと済ませ

ない限り完了したことにはならないからです。

-@- 議事録c;)作成と保管 -@- 
議事録は早急に作成し、組合規約に則って認証

手続きを済ませておかなければなりません。

作成責任者が議長団の書記か、役員のうちの指
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定者か、あるいは管理会社の担当者かは、組合に

よって異なりますが、一言一句そのまま記録する

必要はなく、要点を要領よく取りまとめれば足り

るでしょう。

認証の済んだ議事録は、議案書ととちに保管レ、

散逸しないよう「永久保葎」の扱いにすべきです。

-@- 業務c;)引継ぎ -@- 
新旧役員の引継ぎが適切に行われないと、新年

度の組合業務が滞ってしまいます。円滑に引継ぎ

を済ませるためには、総会終了後というよりは総

会前後に時間をかけてやっておくべきです。

理想としては、新役員全員を対象に組合規約の

解説、組合業務全体の流れ、山得ておきたい基本

的事項などについてレクチャーの機会を設けたあ

と、個別業務の概要、新年度に持ち越した業務、

資料等の引渡しなどを行いたいちのです。

1 年任期制の揚合、任期切れ直前の段階でよう

やく仕事の理解が進み、やり残した課題への反省

があるはずです。前任者から反省点、問題点をよ

く聞き出すことも必要でしょう。

-@- 総会決定c;)速報 -@- 
総会の状況を知ることができる出席者は少数に

とどまるのが通例ですので、組合員の大半は委任

状を出してあっても議事がどうなったか、分から

ないと忠われます。そのため、取り急ぎ総会決定

の主要点を知らせる必要があります。

広報誌で取り上げることにしてあっても、原稿

執筆から編集、印刷、配布まで相当な時間を要し

ますので、とりあえず各議案の採否結果と新役員

の顔ぶれをA4版 1 枚程度に掲載し、掲示板に貼

り出すようにします。

ここで気をつけたいことは、新役員のリストを

発表する際、棟名・室番・苗字までぐらいに止め、

電話番号などは載せず、個人情報の保護に配慮す

ることです。



江戸川区マンショシ管理組合台ミナー爽縮会ご紹合⑨

平成 28 年3月 21 臼にタワーホール船堀で「江戸
川区マンション管理組合セミナー」が行われまし
た。 5つのテーマから成る交流会には 52 名の参加
者を迎え、活発な意見交換が行われました。当日話
題にあがったことや質疑内容を以下のとおり紹介
します。

Q、資金不足のだめ 3,000 万円程度の借り入れ

をして、現行の管理費等のほかに月 8 千円ほど

の徴収を考えているが、 全員の同意がなければ

借り入れできないか？

A、全員賛成が望ましいが、最怪でも4分の3の

総会特別決議が必要。

・漏水事故が発生し始めているが、理事会が管理

会社にコントロールされていて、どうにもならす、

諦めている。

Q、排水立管の更新工事を予定し、見積もりおよ

び仕様を管理会社が作り、 3 社から提示を受け

たが、どこにしたらいいか分からない。

A、工事を適正に進めるには、第三者の監視がU'j

要。第三者とはコンサルタントのことであり、

またそのコンサルタントを監視するのは理事会

の役目である。まずは輪番制の理事だけではな

く、修繕に関する委員会を立ち上げるべき。

また、コンサルタシトはそれぞれ得意分野が遣

うので、少なくとち3人の専門家が必要。プロ

ポーザル方式（提案型〉での業者選定ちよい。

・所帯数の少ない組合は工事費が不足しがちで、

駐車場料金や駐輪場料金、積立金の値上げなどで

捻出せざるを得す、苦労している口

・業者の選択については、業界の新聞を利用すれ

ば十数社は応募してくるのでは。
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－コンサル会社の探し万については、マンション

協議会に相談してみるのち一策です。

・マツション管理上の相談窓口として、マンショ

ン管理士による分譲マンション無料相談会（※〉

が利用できるため検討を。

※分譲：烹：~：該当説無料相談会：：；定予約制〉
慢強：；：h !li第；用語：任封書目：開催J/::i) ,j 
場所；：1：炭）W!:%長約案t*張。主閉じ｜：区松島が；pf~tl・〉
要総長津震がi；際競；境開発部主要課：~t::1'係：：；：；：；：；；
：電宣言語：；；。銭安忌~~盆mRA怠玄＝ il~i直通rliit':!!l：：弘山：：：

大規模修繕にiiiける様々6悩お

・住民の関／~＼が薄いので、管理会社任せになって

しまいがち。

・理事長と管理会社が勝手に決めてしまう。

Q、大規模修繕の工事費が膨らみすぎて困ってい

る。一人で異論を唱えても受け入れてちらえな

し， 0

A、一人ではなく、賛同者を求めて複数で異論を

唱えていかなくては、よい結果が男えてこない。

Q、設計・監理を一括して施行者に任せる方式で

大規模修繕工事が進行している。 本来ならば、

設計に基づき見積もりを出させる方式がよかっ

たが、現時点では第三者が口を出しにくい状況

になっている。

今の方式のメリットはコンサルが絡まないの

で、コンサル料が節約できるということ。 デメ

リッ卜は工事をやらせてみないとどうなるか分

からないということである。

A、その工事の進め方は非常に危険。でさること

なら全て白紙に戻し、改めてコシサルの選定か

ら始めたほうがよいのではないか。

工事会社が大会社かどうかは問題ではない。

工事内容の透明性が大事。設備工事は表面から

確認するのが難しいので、注意が必要である。

江戸川区マンショシ管理セミナー爽縮会ご紹合⑧

耐震被修工事

Q、理事会活動が活発ではなく、耐震診断を受け

るようになるまで相当時間を要した。

A、耐震診断を受けるためには「1 階につき 3 か

所のコア抜きが出金となる」など、正しい情報
を住民に知らせるなど、こまめな啓蒙活動が大

切。

耐震基準適合証明書や税制優遇など多くの手

続きが必要だが、その利益は大きし1。区の担当

係と連絡を密にすべきである。

江戸川区内マンション協議会など、区内には

近隣マンションによる任意の協議会があり、参

加すれば、耐震診断・改修を終えたマンション

の情報を得ることができ、耐震以外にち共通の

問題解決の参考になる。

医塑江戸川区の耐震開成事業；ー
【支1象~n!B.f

！：で建築さ才i；た建築吻：
【注戸川区の助成内容t /i'::::>
?:ml：期成境問：；；；r:::m~nn期成率※;fT 
①；；｜耐震診麟自治成；t:!H i最大4\\:$:rn
②：：｜樹震設許街成；；；；： I ＇叢大2：ノき；：；＇）
I>> ,:+:+> I> c:::,. J：：最大13;0,%''Y>t¥l: 

③：｜：：期震袈修；；；；；：：：：：：：：：：：；：：.•：！ ！＇：：渓限度額今：：：:t / j:' ;3メ4
：~ti：窪豪邸棟以：：：） ni:: 
:JL,:- 日：：：；＝，：，：：＂： 日：：f：：最栄；：九：QC｝方問：xFp

：；※1：緊急輸送道路沿道建築物ば助成率の拡充あり
手耐震安例：tネ竣mtl'派遣災無料》
耐震診断；議信閣安；る；邸言1 ！＼：相談に：建築主を派。遣
:Wiit :1:11::::;:l!i!i!II ：：！：；；：：都市開発部建築指導課構造係

1rn1 /\ it.~9:~1$:es2~i 1:0.e:c直通〉
姉慢強総倉償資窓..：~！l!!I！＇；：：三：：：：：：ー

！：；：：公益財団法人：：：；；東！京都防災；：！：建築まちゴ支り；
、：‘：セジタ：－

:t ,1:1:::t:11:1: :Jifb3+57苅ー297.0｛直通）
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－輪番で組合役員になるため、自治会は別組織で

あるが役員は兼務にならざるを得ない。

・管理組合費から自治会のイベントに補助を出し

ている。 防災用品の購入ち組合が負担している0

・小所帯の管理組合では、自治会は必要ないので

はないかと考える。

・自治会は必要である。 災害時は自治会だけが窓

口となるし、住民のコミュ二ティづくりも自治会

で行うべきと考える。

払EDt;>弱点に注創

共用灯用の L E Dは長寿命、消費電力大幅減二

電気量節減等々と大人気ですが、そのLE Dにち

次のとおり弱点があります。

①長時間高温にさらされると考命が縮む。

②価格が高く、設置費用がかかる。

③方向によって光の強さが異なり、蛍光管より

やや暗く感じることが多い。照度を高めようと

電力を上げると 春命が短くなる。

④発光部日よりも電子部昂が大きく、故障につな

がる可能性がある。

⑤直流電流で作動するので、蛍光管タイプのもの

でも安定器を外さないと点灯しないなど、発火

事故を起こす可能性がある。

⑥点灯時の発熱が少なし 1ので、雪がレンズについ

だ1君合溶けにくい。

⑦製造過程で色温度（見た目の光の色〉にばら

つきが生じやすい。

⑧照明の当たる物体の本来の色を再現できる

性能に乏しい。

省エネち大切ですが、用途やメンテナンスのこ

となどを考慮して設置するとよいでしょう。
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マンション総合保険c;)大幅値上If I ～怒ささニュータウンc;)取組～⑨

争 保険科が一挙3倍に 1 争
なぎさニュータウン管理組合は、平成 28 年 6

月の団地共用部の損害保険の更新を控え、平成

27 年 12 月から代理店との内容検討に入りまし

た。

現行の契約は 5 年前に加入したちのですが、すで

に、この時点で平成 23年 10 月以降、マンショ

ン総合保隙が大幅に値上げされるという情報が

入っていたため、保険期間が満了する前に新たに

契約をした方が有利との判断がありました。

大手損保の中には、高経年マンションについて

は新規の契約を受付けないなど、条件が厳しく

なっています。そのような条件下で、今回の契約

にあたり代理店から提示された初回の見積ちりは、

現行の約2,500万円に対し6,500万円～7,000

万円とかなり高額なものでした。

争 築年教にι，，保隙科が数倍に 1 + 
代理店の話によれば、過去の支払実績に関係な

く、マンションの築年数によって基本的な保隙料

が上がっているので、変えようがないとのこと。

金額を抑えるためには、契約に含まれる個人賠償

責任保険の免責金額を上げるか、個人賠償保験そ

のちのを外すしかないとの提案ちありましたが、

いざという時のことを考えると厳しい選択となり

ましだ。

もともと区分所有者は、各自で火災保険等の損

害保険に加入し、付帯して個人賠償保際特約にち

入っている率が高いと思われます。その意味では

共用部の保険に伺帯して個人賠償責任保険をつけ

るのは、ある意昧「二重」に保険料を支払うこと

になり無駄とち考えられます。レかレ、区分所有

者全員が個人賠償責任特約に入っているかどうか

を確認することは難しい状況でした。

まだ、免責金額を設定するのも、現実的な処理

+ 稲しい総合保験ぬ檎討 令
なぎさは2年前にほぼ全棟の専有部まで含めた

大がかりな排水管の更新工事を行っており、また

給水立管の更新工事ち終わっている疋め「単純に

高経年のマンション」というくくりではなく、個

別の管理状況を男て評価して欲しいとの思いから、

損保会社（日新火災海上〉が新しく始めた「マン

ション管理適正化診断」を受けることにしましだ。

争 「マンション管理適正化診断」 令
診断依頼後、マンション管理士の方が2 日間に

わたって調査lこみえました。

管理規約、使用細則等原本の保管状況、長期修

繕計画の策定状況、総会議事録、管理委託契約書、

工事報告書、特殊建築物等定期調査報告書、竣工

図書（設計図含む）、消防用設備等点横結果報告書、

過去の保険金請求書類など、多岐にわたる資料を

提出するととちに、管理運営状況についての詳レ

く問われました。

特にマツションの損害保険のなかで一番保険金

支払いの多い漏水に関わる部分については、これ

までの修理・補修工事の履歴や、専有部の給水・

給湯管の更新工事がどれくらい進んでいるか、ま

だ今後未更新の住戸についてどのように対処して

いくか等、詳しい説明を求められました。

争 日頃c;)取り組おを評価 付長
その結果、一番高い評価である「S」判定をい

ただき、それをもとに提示された見積金額は約

3,400 万となり、伺とか従来の個人賠償保険を含

めた内容にプラスレて共用部（管理棟）の保証を

厚くレた内容で更新が可能となりまレたD

ただ今後は、また同じような条件で契約出来る

という保証はなく、「間違いなく 5 年後はこれよ

り大幅に上がるだろう」との保険関係者からの見

として免責lこ相当する部分を誰が負担するのかな 通しも聞かれます。「100 年マンショツ」を目指

ど難しい問題を含んでいます。 すためにち、今後このあたりの苅策を充分に考慮

しておく必要があります。

マンショシ総合保隙c;)大幅値上If I ～砂t!さニュータウンc;)取組～⑧

+ 今回繍討を分かったこと 令
①過去の保険金の支払い実績は隠しょうがない。

（保険会社を変えたとしても、実績がリセッ卜

される訳ではないし、契約にあたっては支払い

実績の提示が求められる。〉

②大手損保は基本的に高経年マンショツについて

は、個々のマンション状況に関係なく、おしな

べて高い保険金の設定を行っている。

③区分所有者の中には各自の保険がどのように

なっているのか把握していない人が沢山いる。

公庫の融資またはローンを組んでマンションを

購入した人は、融資と同時に支払い予定期間の

火災保隙（多くは総合保険〉に加入しています

が、既に支払いが完了している人や元／マローン

を組んでいない人の中には、自分が火災保険に

加入しているかどうか、またどんな補償内容で

の契約になっているかなどを、把握していない

ケースが多く見られます。

共用部の保険を考える時、特に個人賠償につい

ては区分所有者に状況を周知させる活動をしつ

こいくらいに行う必要がありますo

④大規模修繕の履歴、完成図書、図面等関係図書

を必ず保管すること。またその工事を行うにあ

たって、どんな状況で話し合いが行われたのか、

関係する議事録等をしっかり保管すること。

⑤専有部のリフォーム履歴を整理すること。特に

専有部の給排水管の改修状況を把握して、リ

フォームの申請が出た時に、必ず併せて更新工

事を勧める必要があります。

最後に、当たり前のことですが、信頼のおけ

る専門家に相談し、意見を求めることが大切で

はないでレょうか。

〈文：永田孝〉

マンションの火災保験料率値上げについて

2014 年 7 月に、損害保険料率算出機構が、火

災保険の「参考純率」の改定を行いました。（2014

年 6 月 25 日、金融庁長官ヘ届出、 2014 年 7 月

2 日適合性審査結果通知受領）

これを受けて損害保険各社が 2015 年 10 月よ

り火災保隙の改定を実施。主な改定は下記の 2 点

です。

・住宅総合保険の参考純率を平均 3.5%引き上げ

．火災保険の参考純率は保険期間 10 年間までの

契約に適用。

改定の背票は、主に保際金の支払い増加仁よるち

のです。特に自然災害（台風、竜巻など台風以外の

風災、雷災、雪災〉や水漏れ損害〈水漏れ損害や老

朽化〉の保険金の支払いが増加している点にありま

す。

他にも、地球温暖化により自然災害の将来予測に

不確実な要素が増している、との研究成果が発表さ

れたことなども今回の改定に関係レています。

今回の改訂では、特にマンションの値上率が高

くなっています。ちとちとマンションは木造に比べ

て保険料は比較的安くなっていますo それに加え、

特に高経年マンションの揚合は、漏水事故が多くな

るため、その点が大きく影響しているといえます。

今後、築 20 年以上のマンションは、給排水工事

について、対策を充分に検討する必要があるのでは

ないでしょうか。

（参考資料 all about 損害保隙ガイド平野敦之氏〉

http:// allabout.cojp/ gm/ gc/ 444605/ 
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分譲マンションの維持管理に関するさまざまな問題に対応するため、区内分譲マンション管理組合役

員、区分所有者等を苅象に『マンション管理士による無料相談会』を、月 1 回開催しています。

どうぞご利用ください。

相談日時：毎月第4土曜日
13～16 時〈受付 13～15 時〉

相談揚所：グリーンパレス2F 相談室
（グリーンパレスへの問い合わせはご遠慮ください。〉

定 員： 5組（予約優先・当日受信司〉
※3営業日前までに住宅課ヘご予約ください。

住宅課計画係
TEL 5 6 6 2 -6 3 8 7 C直通〉

マンショシ橿皐’Ill規範CDilJIがおり－し免 t

役員に外部専門家の活用、管理費等の滞納に苅する措置、暴力団等の排除規定、災害時の管理組合の

意思決定、管理状況などの情報開示に関する規定を整備、コミュ二ティ条項の再整理等の改定がありま

しだ。詳細は、下記国土交通省のホームページでごらんください。

h抗p://www.mlit.go.jp!jutakukentiku/house!jutakukentiku_house_tk5_000052.html

・3陸揚鰻チェック t I 

4 月 14 日から熊本県・大分県を中山に発生している大地震は、各地に甚大な被害をもたらしており、

マンションち重大な被害を受けたところがありましだ。建物の耐震診断はお済みですか？皆さんのマン

ションでは、どの程度の震災苅策を行っていますか？例をあげてみましょう。

地震発生直後の役員のマニュアルをつくる ｜管理組合としての備蓄・避難所運営体制をつくる

地震発生直後の居住者向けマニュアルをつくる ｜防災訓練を実施する

区分所有者の名簿をつくる ｜震災被害を受けた揚合の復旧について考える

居住者の安否確認体制をつくる ｜敷地内でのゴミ保管体制をつくる
※公益財団法人マンション管理センター「震災対策チ工ツクリスト」より抜粋

いかかでしょうか。各家庭での備えは勿論、管理組合としても出来ることから始めてみませんか？

ご意見をお寄せください

住宅課計画係 TEL 5662 ー 6387

FAX 5662-1118 

【編集委員】 酒井貴生（西葛西〉

I普j刻字谷史（西葛西〉

こちらもご覧ください

江戸川区ホームページ ～住まい～

http://www. city. edogawa. tokyo. jp/kurashi/sumai/index. html 

志賀直哉（東葛西〉

鷲森雅弘（中葛西〉
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中村公雄（清新町）

成田待司（中葛西）




